4月1日（水曜日）からスタート　こども誰でも通園制度が始まります
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問い合わせ 子育て支援課子ども保育担当　電話23-6040

4月1日（水曜日）から「こども誰でも通園制度」が始まります。
自宅で子育てをしている世帯が保護者の就労要件を問わず、月一定時間まで保育施設を利用できる制度です。家庭ではできない体験や、保育士への育児相談、短時間の預かりなどができ、これまでよりも気軽に保育施設を利用できます。

対象となる子ども
 保育所、認定こども園、地域型保育事業所、幼稚園を利用していない生後6カ月～満3歳未満（3歳の誕生日の前々日まで）の乳幼児

利用料金
基本1時間当たり300円
※昼食、おやつ代は別途発生します。
※住民税非課税世帯は減免制度があります。

利用時間
1カ月当たり10時間まで（1時間単位で利用可能）

■実施施設
※施設によって、利用できる年齢や時間帯が異なります。
①古川みなみ保育園
場所：古川穂波3-4-38
電話：21-2750

②古川西保育所
場所：古川諏訪3-3-10
電話：22-0983

③ケヤキッズとおかまち保育園
場所：古川十日町3-19
電話：25-4213

■利用までのおおまかな流れ
詳しくは、市ウェブサイトを確認してください。
※施設によって、利用できる年齢や時間帯が異なります。
①市へ利用認定を申請
市公式LINEまたは子育て支援課（市役所本庁舎2階北側）もしくは各総合支所市民福祉課窓口で利用認定を申請します。申請後、事前面談や利用予約に必要なIDが発行されます（後日郵送）。

②事前面談　
希望する施設で子どもと一緒に事前面談を行います。施設の職員が子どもの様子やアレルギー有無などについて聞き取ります。

③利用予約
面談が終わり次第、利用予約が可能となり、施設を利用できるようになります。

